
銚子防災士会規約 

 

（基本理念） 

第１条 地域社会に密着した防災士としての意識と誇りを持ち、常に自己研鑽に励み、自主

的かつ能動的に行動出来る「市民に寄りそった防災士」であることを理念とする。 

（名称） 

第２条 この会は、銚子防災士会（以下「本会」という。）という。 

（目的） 

第３条 本会の目的は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 防災士自身の防災・減災能力の向上 

⑵ 防災士間の地区を超えた協力関係の構築 

⑶ 防災士・行政・専門機関との情報ネットワークづくり 

⑷ 市の防災・減災能力の向上 

（事業） 

第４条 前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。 

⑴ 防災士としてのスキルアップに関する事業 

⑵ 会員相互の交流及び情報交換に関する事業 

⑶ 市民への防災意識の啓発活動事業 

⑷ 市や自主防災組織等が行う訓練への支援事業 

⑸ 自主防災組織未結成地区に対する結成支援事業 

⑹ その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

（組織） 

第５条 銚子市に在住する者で、日本防災士機構により認証され、かつ本会の目的に賛同す

る防災士により組織するものとする。 

（入会） 

第６条 本会の目的に賛同し、入会を希望する防災士は、銚子防災士会入会申込書（別記様

式第１号）を会長に提出するものとする。 

（退会） 

第７条 本会の退会を希望する防災士は、銚子防災士会退会届（様式第２号）を会長に提出

するものとする。 



（役員） 

第８条 本会に、次の各号に掲げる役員を置くものとする。 

⑴ 会長   １名 

⑵ 副会長  ２名 

⑶ 幹事   若干名 

２ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 残任期間中に欠員が生じ、新たに選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の選任） 

第９条 本会の役員は役員会において選出し、総会において承認を得るものとする。 

（役員の職務） 

第１０条 会長は、本会を代表し会務全体を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長不在時においては、その職務を代理する。 

３ 幹事は、本会の運営に関することを事務する。 

（会議） 

第１１条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。 

２ 会議は、会長が議長となるものとする。 

３ 総会は、年１回開催する。 

４ 臨時総会は、役員会が必要と認めたときに開催する。 

５ 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。 

６ 会議の決議は、出席者の過半数をもって決定する。 

（総会の議事） 

第１２条 総会は、次の各号に掲げる事項を付議するものとする。 

⑴ 規約の改正に関すること 

⑵ 事業計画及び事業報告に関すること 

⑶ 役員改選に関すること 

⑷ その他必要な事項 

（役員会） 

第１３条 役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成し、本会の運営上必要な事項を審議

するものとする。 

 



（事業年度） 

第１４条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（その他） 

第１５条 この規約に定めることのほか、本会の運営に関して必要な事項は、役員会に諮り

会長が定めるものとする。 

附 則 

この規約は、令和６年５月１９日から施行する。 

 


